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１２：３０ Zoom 参加者入室開始（ずーむさんかしゃ にゅうしつ かいし） 

１２：４５ オープニング・アクト （ビデオ映像）（おーぷにんぐ あくと、びでおえいぞう） 

―― NPO 法人ワンステップかたつむり国立（えぬぴーおーほうじんわんすてっぷ かたつむり くにたち） 

１３：００ 開会（かいかい）のことば ――― 司会（しかい） 

 

プログラム 1 番（ぷろぐらむ いちばん） 

開会（かいかい）あいさつ ― 

 大フォーラム事務局長（だいふぉーらむ じむきょくちょう） 川合 千那未（かわい ちなみ）さん 

 

プログラム 2 番（ぷろごらむ にばん） 

☆連帯アピール（れんたいあぴーる） 

１．長谷川 利夫（はせがわ としお）さん ―――  

病棟転換型居住系施設を考える会 代表（びょうとうてんかんがた きょじゅうけいしせ

つを かんがえるかい だいひょう） ・杏林大学 教授（きょうりんだいがく きょうじゅ）  

２．藤岡 毅（ふじおか つよし）さん ――― 

「安永健太さん事件に学び 共生社会を実現する会」世話人（やすながけんたさんじけ

ん に まなび きょうせいしゃかいを じつげんするかい、せわにん）で弁護士（べんごし） 

３．宇都宮 健児（うつのみや けんじ）さん ―――  

一般社団法人 反貧困ネットワーク理事長（いっぱんしゃだんほうじん はんひんこんね

っとわーく りじちょう）で弁護士（べんごし）  

４．北 三郎（きた さぶろう）さん ――― 

 旧優生保護法 被害者（きゅうゆうせいほごほう ひがいしゃ）・東京訴訟原告（と

うきょうそしょう げんこく） 

５．天海 正克（あまがい まさかつ）さん ―――  

６５ 歳問題訴訟（ろくじゅうごさいもんだいそしょう）・原告（げんこく） 

６．太田 修平（おおた しゅうへい）さん ――― 

 障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会（しょうがいしゃじりつしえ

んほうの きほんごういの かんぜんじつげんを めざすかい） 事務局長（じむきょくちょう） 

７．増田一世（ますだ かずよ）さん ――― 

 日本障害者協議会（にほんしょうがいしゃきょうぎかい） 常務理事（じょうむりじ）  
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プログラム 3 番（ぷろぐらむ さんばん） 

メッセージ（めっせーじ）をよせてくださったかたがたのご紹介（しょうかい） 

（１）国会議員（こっかいぎいん）のみなさま 

（２）キム・ミヨン（きむ みよん）さん ―  

国連の障害者の権利に関する委員会（こくれんの しょうがいしゃの けんりにかん

する いいんかい）・副委員長（ふくいいんちょう） 

 

１４：００ プログラム４番（ぷろぐらむ よんばん） 

 

☆リレートーク(各地からの発言) （りれーとーく、かくちからの はつげん） 

１．神経筋疾患ネットワーク（しんけいきんしっかんねっとわーく） 

２．新垣 正樹（あらかき まさき）さん ―  

沖縄県名護市（おきなわけん なごし）、北部自立生活センター（ほくぶじりつせいか

つせんたー）希輝々（きらら） 

３．兼浜 克弥（かねはま かつや）さん ――  

沖縄県宜野湾市（おきなわけん ぎのわんし）地域活動支援センター（ちいきかつど

うしえんせんたー） はぴわん所長（しょちょう） 

４．矢賀 道子（やが みちこ）さん ――  

全国青い芝の会（ぜんこくあおいしばのかい） 会長（かいちょう） 

５．岸田 茂樹（きしだ しげき）さん ―― 

 ピープルファーストジャパン会長（ぴーぷるふぁーすとじゃぱん かいちょう） 

６．吉田 明彦（よしだ あきひこ）さん ――  

兵庫県精神医療人権センター（ひょうごけん せいしんいりょう じんけんせんたー） 

７．市原 貴史（いちはら たかし）さん ――  

弾劾裁判原告（だんがいさいばん げんこく） 

８．駒沢 典子（こまざわ のりこ）さん ――  

難病＝ナルコレプシー当事者（なんびょう、なるこれぷしー とうじしゃ） 

９．小畑 健治（おばた けんじ）さん ――  

障害福祉を考える杉並フォーラム（しょうがいふくしをかんがえる すぎなみふぉーらむ） 

代表（だいひょう） 

１０．野島 久美子（のじま くみこ）さん ―― 

埼玉障害者市民ネットワーク （さいたましょうがいしゃしみんねっとわーく）代表（だい

ひょう） 

１１．里内 龍史 （さとうち たかし）さん ―― 

日本脳性まひ者協会（にほんのうせいまひしゃきょうかい）茨城青い芝の会（いばらき

あおいしばのかい） 会長（かいちょう） 
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１２．萬谷 高文（まんたに たかふみ）さん ――  

社会福祉法人 日輪（しゃかいふくしほうじん にちりん） 前橋市地域活動センター

ピアーズ（まえばししちいきかつどうせんたー ぴあーず）施設長・相談支援専門員

（しせつちょうで そうだんしえんせんもんいん）  

１３．阿久澤 洋子（あくざわ ようこ）さん ――  

ＮＰＯ法人（えぬぴーおーほうじん） 障害者自立生活支援センター（しょうがいし

ゃじりつせいかつしえんせんたー）ほっとたいむ 理事長（りじちょう） 

１４．外山 裕一（とやま ゆういち）さん ―― 

福島県（ふくしまけん）、特定非営利活動法人（とくていひえいりかつどうほうじん）

あいえるの会（かい）理事（りじ） 

１５．堀 楓香（ほり ふうか）さん ―― 

 インクルネット（いんくるねっと）ほっかいどう 

１６．イ・ヘングェン（い へんぐぇん）さん ―― 

年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会（ねんきんせいどの こくせきじょ

うこうを かんぜんてっぱいさせる ぜんこくれんらくかい） 代表（だいひょう） 

 

１５：３５ プログラム５番
ば ん

（ぷろごらむ ごばん） 

 

☆シュプレヒコール・リレー （しゅぷれひこーる りれー） 

 

１５：５５ 閉会（へいかい）のことば ――― 司会（しかい） 

 

１６：００ 集会終了（ごごよじ しゅうかいしゅうりょう）予定（よてい）  

 

 

★みなさまへの おねがい★ 

とうきょうの かいじょうは、 たべたりのんだり できません。 

かならず ますくを してください。 

 

 

 

☆事務局
じ む き ょ く

より みなさまへ、お礼
れい

とお知
し

らせ 

ことしも、たくさんのご賛同
さ ん ど う

をいただき、ほんとうにありがとうございます！ 

ご賛同
さ ん ど う

 をおよせくださいましたみなさまのお名前
な ま え

 は、後日
ご じ つ

作成
さ く せ い

 しておおくりする集会
しゅうかい

記録集
き ろ く し ゅ う

 に掲載
け い さ い

 します。

記録集
き ろ く し ゅ う

の内容
な い よ う

は、ホームページ（ほーむぺーじ）にも掲載
け い さ い

します。ご了解
りょうかい

くださいませ。 
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2021．10.31 じゅってんさんいち だいふぉーらむ しりょう 

 

◇わたしたちの時代認識（じだいにんしき） 

---基調（きちょう）にかえて 

 

 ２０１１年
ねん

８月
がつ

、「障害者総合福祉法
しょうがいしゃそうごうふくしほう

の骨格
こっかく

に関
かん

する総合福祉部会
そ う ご う ふ く し ぶ か い

の提言
ていげん

」（以下
い か

、

「骨格提言
こっかくていげん

」）が発表
はっぴょう

されました。 

これは、当時
と う じ

の政府
せ い ふ

に設置
せ っ ち

され‘障害者制度改革推進会議
しょうがいしゃせいどかいかくすいしんかいぎ

’の提言
ていげん

として、政府
せ い ふ

に

提出
ていしゅつ

されたものです。障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

を、日本
に ほ ん

の中
なか

で具現化
ぐ げ ん か

するためのものであ

り、しょうがいしゃ団体
だんたい

の代表
だいひょう

も加
くわ

わってつくられたものです。それから１０年以上
ねんいじょう

が経過
け い か

しました。いまわたしたちは、この時代
じ だ い

をどう感
かん

じ、考
かんが

えているのか、また、

何
なに

をすべきなのか、以下述
い か の

べていきたいと思
おも

います。 

 

★制度
せ い ど

をめぐる状況
じょうきょう

 

  

財務省
ざいむしょう

は、「障害福祉
しょうがいふくし

サービス等
とう

の予算額
よ さ ん が く

は、社会保障関係費全体
しゃかいほしょうかんけいひぜんたい

の伸
の

びを上回
うわまわ

る

水準
すいじゅん

で増加
ぞ う か

しており、利用者数
りよう しゃ すう

や事業所数
じ む し ょ す う

とともに、直近
ちょっきん

10年間
ねんかん

で約
やく

２倍
ばい

となってい

る。」（「財政健全化
ざいせいけんぜんか

に向
む

けた建議
け ん ぎ

」今年
こ と し

の５月
がつ

２１日
にち

発表
はっぴょう

）として、自治体
じ ち た い

の判断
はんだん

で

不要
ふ よ う

と考
かんが

えるしょうがいしゃ関係
かんけい

の事業所
じぎょうしょ

を認可
に ん か

しないように、との方向
ほうこう

をかかげま

した。しょうがいしゃの選択肢
せ ん た く し

など、考慮
こうりょ

されていません。 

 私
わたし

たちが日々
ひ び

感
かん

じるのは、介助者
かいじょしゃ

の不足
ぶ そ く

、苦
くる

しい経済状態
けいざいじょうたい

、そして、介助者
かいじょしゃ

もまた

安
やす

い賃金
ちんぎん

で働
はたら

かなければならないという事態
じ た い

への危機感
き き か ん

です。 

 

●グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

をめぐって 

 厚生労働省
こうせいろうどうしょう

の「障害者支援
しょうがいしゃしえん

のあり方
かた

に関
かん

する調査研究
ちょうさけんきゅう

――グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

――事業報告書
じぎょうほうこくしょ

」（ことし３月
がつ

発表
はっぴょう

）によれば、「グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に

ついては、入所施設
にゅうしょしせつ

や精神科病院等
せいしんかびょういんなど

からの地域移行
ち い き い こ う

を進
すす

めるため整備
せ い び

を推進
すいしん

してきた

資料２（しりょう に） 
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ところであり利用者数
りよう しゃ すう

は令和元年
れいわ がん ねん

11月
がつ

に入所施設
にゅうしょしせつ

の利用者数
りよう しゃ すう

を上回
うわまわ

り約
やく

14万人
まんにん

に、

費用額
ひ よ う が く

は約
やく

2400億円
おくえん

に増加
ぞ う か

している。」として、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を

「自立生活移行支援型
じ り つ せ い か つ い こ う し え ん が た

」と、ずっと住
す

み続
つづ

ける「一般型
いっぱんがた

」に分
わ

けることを提案
ていあん

してい

ます。「障害支援区分
しょうがいしえんくぶん

」の軽度
け い ど

か重度
じゅうど

かでふるいわけようとしているのです。ここで

も、どこで生活
せいかつ

していきたいのか、というしょうがいしゃの思
おも

いは、なおざりにされ

ようとしているのです。 

 この報告書
ほうこくしょ

もふくめて、「家庭的
か て い て き

な雰囲気
ふ ん い き

のなかで暮
く

らす」というグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の

もともとの理念
り ね ん

は、近年
きんねん

語
かた

られなくなっています。そして、２０１８年
ねん

には、ひとつ

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

の定員
ていいん

は、１０名
めい

まで認
みと

められるようになってきました。 

 こうした動
うご

きは、支援区分
し え ん く ぶ ん

の軽度
け い ど

とされるひとたちを制度
せ い ど

からはずす一方
いっぽう

で、重度
じゅうど

とされる人
ひと

たちを、入所施設化
にゅうしょしせつか

したグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

で生活
せいかつ

させようという動
うご

きにほか

なりません。 

２０１６年
ねん

の障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

の改定
かいてい

の過程
か て い

でもこうした動
うご

きがありましたが、来年
らいねん

に予定
よ て い

されているあらたな法改定
ほうかいてい

で、本格的
ほんかくてき

に進
すす

められようとしていると考
かんが

えなけれ

ばなりません。 

 

●入所施設
にゅうしょしせつ

をめぐって 

 入所施設
にゅうしょしせつ

には、１２万人
まんにん

を超
こ

えるひとびとが入所
にゅうしょ

しています。地域移行
ち い き い こ う

がさけばれ

ながらも進
すす

んでいないのが実態
じったい

です。 

 入所施設
にゅうしょしせつ

における虐待
ぎゃくたい

による死亡事件
し ぼ う じ け ん

は、２０１３年
ねん

１２月
がつ

の千葉県
ち ば け ん

袖ケ浦福祉
そ で が う ら ふ く し

センター
せ ん た ー

の事件
じ け ん

を始
はじ

め、たびたびひきおこされてきました。そして、２０１６年
ねん

７月
がつ

２６日
にち

には、津久井
つ く い

やまゆり園
えん

で、意図的
い と て き

に１９人
にん

が虐殺
ぎゃくさつ

され、おおくの利用者
り よ う し ゃ

が

負傷
ふしょう

させられる事件
じ け ん

がおこりました。犯人
はんにん

である植松死刑囚
うえまつしけいしゅう

を、このような犯罪
はんざい

にか

りたてた背景
はいけい

に、同施設
ど う し せ つ

での利用者
り よ う し ゃ

をひととして扱
あつか

っていなかったという事実
じ じ つ

が指摘
し て き

されています。 

 このことを契機
け い き

として、神奈川県
か な が わ け ん

では昨年
さくねん

から県立施設
けんり つし せつ

における虐待
ぎゃくたい

・身体拘束
しんたいこうそく

の

実態
じったい

の調査
ちょうさ

がおこなわれ、それぞれの施設
し せ つ

での問題
もんだい

が指摘
し て き

されました（今年
こ と し

３月
がつ

に

発表
はっぴょう

）。しかしこの９月
がつ

にも、中井
な か い

やまゆり園
えん

での身体拘束
しんたいこうそく

があらたに問題
もんだい

となりま

した。全国
ぜんこく

の入所施設
にゅうしょしせつ

でもこのような状 況
じょうきょう

がおこっているものと思
おも

われます。 
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 他方
た ほ う

、新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染
かんせん

によるクラスター
く ら す た ー

もあちこちで発生
はっせい

し、栃木県
と ち ぎ け ん

のと

ちのみ学
まな

園
えん

では、入所者
にゅうしょしゃ

２名
めい

が入院
にゅういん

もできないままに亡
な

くなりました。 

 

●精神病院
せいしんびょういん

の状 況
じょうきょう

 

 つぶれる病院
びょういん

も出
だ

てきていますが、約
やく

２８．６万人
まんにん

の人
ひと

々が入院
にゅういん

させられていると

いう日本特有
にほん とく ゆう

の状 況
じょうきょう

は続
つづ

いています。 

 この中
なか

で、昨年
さくねん

あかるみに出
だ

た神戸市
こ う べ し

の神出
か ん で

病院
びょういん

での虐待
ぎゃくたい

を始
はじ

め、各地
か く ち

で虐待
ぎゃくたい

や

不当
ふ と う

な身体拘束
しんたいこうそく

、そして、これらが原因
げんいん

となった死亡事件
し ぼ う じ け ん

もおき続
つづ

けています。８０

年
ねん

代に虐待
ぎゃくたい

で問題
もんだい

となった宇都宮病院
うつのみやびょういん

が、現在
げんざい

でも、まともな医療
いりょう

もおこなわず、

患者
かんじゃ

を拘禁
こうきん

し続
つづ

けている実態
じったい

も明
あき

らかにされました。 

 神戸市
こ う べ し

や神戸市議会
こ う べ し ぎ か い

、多
おお

くのしょうがいしゃ団体
だんたい

が厚労省
こうろうしょう

に対
たい

して、医療機関
いりょ うき かん

への

障害者虐待防止法
しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう

の通報制度
つうほ うせ いど

の適用
てきよう

などを求
もと

めていますが、政府
せ い ふ

はこれに応
おう

じようと

していません。 

 新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染
かんせん

によるクラスター
く ら す た ー

は、「院内感染
いんないかんせん

145病院
びょういん

 陽性患者数
ようせいかんじゃすう

4,610

人
にん

 職員
しょくいん

ら 1,340人
にん

 合
あ

計 5,950人
にん

 死亡患者数
しぼうかんじゃすう

126人
にん

精神科入院者
せいしんかにゅういんしゃ

の感染
かんせん

は国内感染率
こくないかんせんりつ

の 3.5倍
ばい

、死亡率
し ぼ う り つ

5.3倍
ばい

にもおよぶ」（大阪精神医療人権
おおさかせいしんいりょうじんけん

センター理事
り じ

 有我
あ り が

譲慶
じょうけい

さん

調査
ちょうさ

）という事態
じ た い

がひきおこされました。 

 １０センチ
せ ん ち

ほどしかあかない窓
まど

、少
すく

ない医療
いりょう

スタッフ
す た っ ふ

、病 床
びょうしょう

のあいだに仕切
し き

りも

ない病院
びょういん

の存在
そんざい

などの構造的問題
こうぞうてきもんだい

が感染
かんせん

を拡大
かくだい

させたのです。そして、

日本精神科病院協会
にほんせいしんかびょういんきょうかい

（日精協
にちせいきょう

）の調査
ちょうさ

によれば、感染
かんせん

した患者
かんじゃ

の６割以上
わりいじょう

が治療
ちりょう

のた

めの転院
てんいん

ができなかったとしています。一般病院
いっぱんびょういん

が拒否
き ょ ひ

する傾向
けいこう

があったためとのこ

とです。 

 あらためて、精神病院
せいしんびょういん

の劣悪
れつあく

な実態
じったい

も、このなかで明
あき

らかになりました。感染者
かんせんしゃ

と

非感染者
ひかん せん しゃ

を分
わ

けることもなく入院
にゅういん

させつづけた病院
びょういん

、じょくそうや腎臓病
じんぞうびょう

なども

放置
ほ う ち

しつづけていた実態
じったい

が明
あき

らかになりました。 

 とくに、認知症者
にんちしょうしゃ

や長期入院者
ちょうきにゅういんしゃ

を収容
しゅうよう

している病棟
びょうとう

での感染
かんせん

が深刻
しんこく

でした。少
すく

な

い医療
いりょう

スタッフ
す た っ ふ

しか配置
は い ち

していないことが大
おお

きな原因
げんいん

です。 

精神病院
せいしんびょういん

は、認知症者
にんちしょうしゃ

をかかえこもうとしています。こうした政策
せいさく

をやめさせなけれ

ばなりません。と同時
ど う じ

に、認知症
にんちしょう

の発生率
はっせいりつ

は５人
にん

に１
ひと

人
り

とも言
い

われ、すべての市民
し み ん

に
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とって、日本
に ほ ん

の精神医療体制
せいしんいりょうたいせい

を全面的
ぜんめんてき

に変革
へんかく

することが急務
きゅうむ

となっています。 

 このような精神病院
せいしんびょういん

の状 況
じょうきょう

について、日精協
にちせいきょう

の山崎会長
やまざきかいちょう

は、自分
じ ぶ ん

たちは「社会
しゃかい

の

秩序
ちつじょ

を担保
た ん ぽ

している」、「保安
ほ あ ん

までも全部
ぜ ん ぶ

やっている」といなおり、せいしんしょうが

いしゃへの差別
さ べ つ

を扇動
せんどう

する発言
はつげん

をおこなっています。また、長期入院者
ちょうきにゅういんしゃ

の地域移行
ち い き い こ う

に

も反対
たい

する発言
い

をおこなっています。絶対
ぜったい

に許
ゆる

してはなりません。 

 

●制度
せ い ど

の「谷間
た に ま

」におかれたひとびとの状 況
じょうきょう

は 

・難病者
なんびょうしゃ

の状 況
じょうきょう

 

 「骨格
こっかく

提言
ていげん

」では、福祉
ふ く し

の制度
せ い ど

を利用
り よ う

できない難病者
なんびょうしゃ

を、障害者権利条約
しょうがいしゃけんりじょうやく

どおりし

ょうがいしゃの一員
いちいん

として、制度
せ い ど

を利用
り よ う

できるようにすることを求
もと

めました。

障害者基本法
しょうがいしゃきほんほう

では、そのような方向
ほうこう

がしめされましたが、障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

では、

制度
せ い ど

を利用
り よ う

できる対象
たいしょう

を厚労省
こうろうしょう

がみとめた難病
なんびょう

に限定
げんてい

してしまいました。現在
げんざい

、そ

の範囲
は ん い

は３６１疾病
しっぺい

に限定
げんてい

され、５０００～７０００あるという難病
なんびょう

のほんの一部
い ち ぶ

に

しかすぎません。 

 さらに２０１６年
ねん

には、年金
ねんきん

を受
う

けてきた１型糖尿病
がたとうにょうびょう

のかたの障害起訴年金
しょうがいきそねんきん

がうち

きられる事態
じ た い

まで発生
はっせい

しました。こうした国
くに

の姿勢
し せ い

に対
たい

する裁判
さいばん

がつづいています。 

・在日無年金問題
ざいにちむねんきんもんだい

へのとりくみを 

 １９８１年
ねん

１２月
がつ

３１日
にち

以前
い ぜ ん

に２０歳
さい

をむかえた在日外国人
ざいにちがいこくじん

しょうがいしゃは、

依然
い ぜ ん

として無年金
む ね ん き ん

の状 況
じょうきょう

におかれており、厚労省
こうろうしょう

はその対策
たいさく

をまったくとろうとし

ていません。 

 在日
ざいにち

の当事者
と う じ し ゃ

の運動
うんどう

は、自治体
じ ち た い

を動
うご

かし、特別給付金
とくべつきゅうふきん

を支給
しきゅう

している自治体
じ ち た い

もあり

ます。その数
かず

は、３分
ぶん

の１ほどで、金額
きんがく

も基礎年金
き そ ね ん き ん

の半額
はんがく

から４分
ぶん

の１ほどが多
おお

いそ

うです。他方
た ほ う

、在日
ざいにち

の当事者
と う じ し ゃ

を中心
ちゅうしん

に、‘障害者制度改革推進会議
しょうがいしゃせいどかいかくすいしんかいぎ

’に対
たい

して、

在日無年金
ざいにちむねんきん

の問題
もんだい

を解決
かいけつ

するように要求
ようきゅう

したにもかかわらず、「骨格
こっかく

提言
ていげん

」にはもり

こまれていないという問題
もんだい

があります。この事実
じ じ つ

を、わたしたちはしっかりととらえ

返
かえ

さなければなりません。 

 私
わたし

たちは、日本
に ほ ん

の侵略
しんりゃく

と植民地支配
しょくみんちしはい

の反省
はんせい

もふくめて、こうした差別的事態
さ べ つ て き じ た い

の解決
かいけつ

のためにたたかわなければなりません。 
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●介護保険統合
か い ご ほ け ん と う ご う

の動
うご

き、生活保護
せ い か つ ほ ご

、年金
ねんきん

など 

 厚労省
こうろうしょう

の社会保障審議会
しゃかいほしょうしんぎかい

の介護保険部会
か い ご ほ け ん ぶ か い

につづき、財務省
ざいむしょう

も、第二号被保険者
だ い に ご う ひ ほ け ん し ゃ

の人
ひと

数
かず

が今後
こ ん ご

減少
げんしょう

することへの問題
もんだい

を論
ろん

じています。第二号被保険者
だ い に ご う ひ ほ け ん し ゃ

を、４０歳
さい

より若
わか

い

層
ぞう

に拡大
かくだい

する政策
せいさく

のなかで、しょうがいしゃの制度
せ い ど

を介護保険制度
か い ご ほ け ん せ い ど

に統合
とうごう

しようとす

る動
うご

きはあらわれます。 

 また、ことし５月
がつ

１８日
にち

に千葉地裁
ち ば ち さ い

が天海
あまがい

さんのうったえに対
たい

してくだした判決
はんけつ

も、介護保険統合
か い ご ほ け ん と う ご う

の動
うご

きを強
つよ

めるものです。介護保険
か い ご ほ け ん

への移行
い こ う

を拒否
き ょ ひ

してしょうがい

しゃの介助制度継続
かいじょせいどけいぞく

を求
もと

めた天海
あまがい

さんの意向
い こ う

を、千葉市
ち ば し

は踏
ふ

みにじってすべての

介助保障
かいじょほしょう

をうちきりました。このことを肯定
こうてい

する判決
はんけつ

など、絶対
ぜったい

に許
ゆる

せません。

千葉地裁
ち ば ち さ い

は、社会保険
しゃか いほ けん

制度
せ い ど

が公費
こ う ひ

による福祉
ふ く し

に優先
ゆうせん

するということを述
の

べて、千葉市
ち ば し

の処分
しょぶん

を正当化
せ い と う か

しました。このような裁判官
さいばんかん

の主張
しゅちょう

を裏付
う ら づ

ける法的根拠
ほうてきこんきょ

はありませ

ん。岡山県
おかやまけん

の浅田訴訟
あさだ そし ょう

の勝利
しょうり

によって、障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

の第七条
だいななじょう

が介護保険
か い ご ほ け ん

優先
ゆうせん

を

規定
き て い

したものではなく併給調整規定
へいきゅうちょうせいきてい

である、という判例
はんれい

がつくられました。これをひ

っくり返
かえ

そうとする政府
せ い ふ

の意図
い と

をくんだものとしか言
い

えません。 

 他方
た ほ う

、介護保険
か い ご ほ け ん

制度
せ い ど

の改悪
かいあく

は、とどまるところを知
し

りません。財務省
ざいむしょう

は、

利用料負担
りようりょうふたん

について、原則
げんそく

２割
わり

にすること、ケアマネージメント
け あ ま ね ー じ め ん と

を有料化
ゆうりょうか

することな

どを打
ち

うちだしています。保険料
ほけんりょう

をはらっても、介護
か い ご

は受
う

けられないというひとびと

をふやしていくことになります。 

 ２０１３年
ねん

の生活扶助基準大幅引
せいかつふじょきじゅんおおはばひ

き下
さ

げに抗議
こ う ぎ

する生活保護基準引下
せ い か つ ほ ご き じ ゅ ん ひ き さ

げ違憲訴訟
いけん そし ょう

が

各地
か く ち

でおこなわれています。大阪地裁判決
おおさかちさいばんけつ

の勝利
しょうり

が勝
か

ちとられましたが、名古屋
な ご や

・

福岡
ふくおか

・京都
きょうと

で不当
ふ と う

判決
はんけつ

が出
だ

されています。２０１３年
ねん

の引
ひ

き下
さ

げは、総務省
そうむしょう

が発表
はっぴょう

す

る物価動向
ぶっか どう こう

に対
たい

して、厚労省
こうろうしょう

は、生活保護受給者
せいかつほごじゅきゅうしゃ

にとっての物価
ぶ っ か

が総務省
そうむしょう

のデータ
で ー た

よ

りも２倍
ばい

も下
さ

がったという数字
す う じ

をでっちあげて、生活扶助費
せ い か つ ふ じ ょ ひ

を引
ひ

き下
さ

げたのです。

裁判官
さいばんかん

と称
しょう

する司法官僚
しほうかんりょう

の政府
せ い ふ

への追随
ついずい

を許
ゆる

すことはできません。この裁判
さいばん

に勝利
しょうり

す

ることが、次の不当
ふ と う

な引
ひ

き下
さ

げを阻止
そ し

する道
みち

です。 

 政府
せ い ふ

は、生活保護者
せ い か つ ほ ご し ゃ

を、国民健康保険
こくみんけんこうほけん

に加入
かにゅう

させるべきだ、という方向
ほうこう

をうちだし

ています。そこには、医療扶助予算
い り ょ う ふ じ ょ よ さ ん

の削減
さくげん

や一部医療費
い ち ぶ い り ょ う ひ

を生活保護者
せ い か つ ほ ご し ゃ

に負担
ふ た ん

させる

方向
ほうこう

があるものと、考
かんが

えざるをえません。 

 財務省
ざいむしょう

は年金
ねんきん

について、「マクロ
ま く ろ

経済
けいざい

スライド
す ら い ど

の名目下限措置
め い も く か げ ん そ ち

の撤廃
てっぱい

」をかがげてお
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り年金
ねんきん

の大幅
おおはば

引
ひ

き下
さ

げも懸念
け ね ん

されます。 

 

●教育
きょういく

における選別
せんべつ

は拡大
かくだい

 

 ちてきしょうがいとして、特別支援学校
とくべつしえんがっこう

にふりわけられる子
こ

どもたちはますますふ

えています。そして、特別支援学校
とくべつしえんがっこう

などでの教師
きょうし

による虐待
ぎゃくたい

も報
ほう

じられています。

教育機関
きょういくきかん

にも虐待防止法
ぎゃくたいぼうしほう

の適用
てきよう

が必要
ひつよう

です。 

 どの子
こ

も地域
ち い き

の学校
がっこう

へ行
おこな

き、ともに学
まな

び生活
せいかつ

する実践
じっせん

がますます重要
じゅうよう

になってい

ます。それは、競争
きょうそう

と能力主義
のうりょくしゅぎ

をあおる教育
きょういく

そのものを、変革
へんかく

することにもつながり

ます。 

 

★いのちの選別
せんべつ

と排外主義
は い が い し ゅ ぎ

 

 

●新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染
かんせん

といのちの選別
せんべつ

 

 高齢者施設
こうれいしゃしせつ

や上 述
じょうじゅつ

の精神病院
せいしんびょういん

や入所施設
にゅうしょしせつ

において、病院
びょういん

にはこばれることなく

死亡
し な

するひとたちがおおぜい出
で

ました。これ自体
じ た い

がいのちの選別
せんべつ

です。その背景
はいけい

に

は、日本
に ほ ん

の医療崩壊
いりょうほうかい

があります。それは、感染症
かんせんしょう

に弱
よわ

い体制
たいせい

をつくってしまっていた

からです。１９９４年
ねん

に８５２か所
しょ

にあった保健所
ほ け ん じ ょ

は、４７２か所
しょ

にへらされ、

感染症病床
かんせんしょうびょうしょう

は１９９８年
ねん

に９０６０床
しょう

から２０２０年
ねん

には１８５９床
しょう

にへらされて

いたのです。 

 こうした医療崩壊
いりょうほうかい

をただすのではなく、いのちの選別基準
せんべつきじゅん

をつくるべきであるとい

う意見
い け ん

が政府
せ い ふ

とかかわる専門家
せ ん も ん か

や行政
ぎょうせい

の責任者
せきにんしゃ

から出
だ

てきました。昨年
さくねん

４月
がつ

、政府
せ い ふ

の

新型
しんがた

コロナウイルス感染症対策専門家会議
かんせんしょうたいさくせんもんかかいぎ

の提言
ていげん

、今年
こ と し

１月
がつ

の杉並区長
すぎなみくちょう

の都知事
と ち じ

への

要請
ようせい

などがこれにあたります。１月
がつ

１５日
にち

の F N N
えふえぬえぬ

プライムオンライン
ぷ ら い む お ん ら い ん

には、昨年
さくねん

厚生労働省
こうせいろうどうしょう

の医系技官
い け い ぎ か ん

のトップ
と っ ぷ

として感染対策
かんせんたいさく

を指揮
し き

してきた鈴木
す ず き

康裕
やすひろ

前医務技監
ぜ ん い む ぎ か ん

の

インタビュー
い ん た び ゅ ー

が掲載
けいさい

されていますが、彼
かれ

は、今回
こんかい

の感染症
かんせんしょう

のみならず、今後
こ ん ご

も発生
はっせい

し

てくる感染症対策
かんせんしょうたいさく

として、まず、どういうひとを救
すく

うのかの基準
きじゅん

をつくるための議論
ぎ ろ ん

をすべきだ、と主張
しゅちょう

します。こうした発言
はつげん

を許
ゆる

すならば、今後
こ ん ご

のいのちの選別
せんべつ

基準
きじゅん

が

つくられかねないのです。 

 自治体
じ ち た い

レベル
れ べ る

では、病 床
びょうしょう

ひっ迫
ぱく

を理由
り ゆ う

として、高齢者施設
こうれいしゃしせつ

、しょうがいしゃやし
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ょうがい児
じ

の入所施設
にゅうしょしせつ

、精神病院
せいしんびょういん

などに対
たい

して、感染
かんせん

して症 状
しょうじょう

がでても治療
ちりょう

のため

の医療機関
いりょ うき かん

への転院
てんいん

をしないように、とか、集中治療
しゅうちゅうちりょう

や人工呼吸器
じんこうこきゅうき

を使
つか

うかどうかの

意思確認
い し か く に ん

をおこなうように、との通知
つ う ち

が出
だ

されています。わたしたちの把握
は あ く

するとこ

ろでは、神奈川県
か な が わ け ん

や川崎市
か わ さ き し

、八王子市
は ち お う じ し

などから出
だ

されています。大阪府
お お さ か ふ

では、そのよ

うな通知
つ う ち

に対
たい

し、高齢者施設
こうれいしゃしせつ

の関係者
かんけいしゃ

が抗議
こ う ぎ

して撤回
てっかい

させています。 

 特
とく

に川崎市
か わ さ き し

では、集中治療
しゅうちゅうちりょう

や人工呼吸器
じんこうこきゅうき

を使
つか

うかどうかの意思確認
い し か く に ん

を、しょうがい

児
じ

施設
し せ つ

をも含
ふく

む施設入所者
しせつにゅうしょしゃ

に求
もと

めています。川崎市
か わ さ き し

健康安全研究所
けんこうあんぜんけんきゅうじょ

の所長
しょちょう

には、

岡部信彦氏
おかべのぶひこし

がいます。彼
かれ

は、厚労省
こうろうしょう

の医系技官
い け い ぎ か ん

であり、政府
せ い ふ

や厚労省
こうろうしょう

の専門家
せ ん も ん か

の会議
か い ぎ

のメンバー
め ん ば ー

であり、かつ、内閣参与
ないかくさんよ

もつとめる人物
じんぶつ

です。 上 述
じょうじゅつ

した鈴木氏
す ず き し

、かつ

て医政局長
いせいきょくちょう

でその後
ご

日本尊厳死協会
にほんそんげんしきょうかい

の理事長
り じ ち ょ う

をつとめる岩尾氏
い わ お し

、そして、京都
きょうと

の

A L S
えーえるえす

女性
じょせい

を殺害
さつがい

した大久保医師
お お く ぼ い し

も、かつて厚労省
こうろうしょう

の医系技官
い け い ぎ か ん

として働
はたら

いていまし

た。こうしたひとびとのなかに、強 力
きょうりょく

な優生思想
ゆうせいしそう

が流
なが

れているのではないでしょう

か。 

 私
わたし

たち大
だい

フォーラム
ふ ぉ ー ら む

は、ほかの団体
だんたい

とも協 力
きょうりょく

して、杉並区長
すぎなみくちょう

、川崎市
か わ さ き し

、八王子市
は ち お う じ し

に抗議
こ う ぎ

の声
こえ

を届け、厚労省
こうろうしょう

との交渉
こうしょう

も行
おこな

ってきました。杉並
すぎなみ

区内
く な い

でも、区長
くちょう

への申
もう

し入
い

れ、話
はな

し合
あ

い要請
ようせい

、シンポジウム
し ん ぽ じ う む

の開催
かいさい

ということで、抗議
こ う ぎ

の声
こえ

が挙
あ

げられてい

ます。 

 沖縄
おきなわ

では、精神病院
せいしんびょういん

や施設
し せ つ

での大
だい

規模
き ぼ

クラスター
く ら す た ー

が起
お

こっている状 況
じょうきょう

と県
けん

の

専門家会議
せ ん も ん か か い ぎ

がいのちの選別
せんべつ

の基準
きじゅん

を作
つく

ろうとしていることに対
たい

して、県内
けんない

のしょうが

いしゃ団体
だんたい

が一致
い っ ち

して抗議
こ う ぎ

の記者会見
きしゃかいけん

を行
おこな

い、情報公開
じょうほうこうかい

を求
もと

め、知事
ち じ

など行政
ぎょうせい

の

責任者
せきにんしゃ

との交渉
こうしょう

を行
おこな

うなど、力強
ちからづよ

い運動
うんどう

が展開
てんかい

されています。 

 

●生
う

まれる前
まえ

のいのちの選別
せんべつ

 

 ３月
がつ

３１日
にち

、厚労省
こうろうしょう

は、妊婦
に ん ぷ

の血液
けつえき

から胎児
た い じ

の染色体異常
せんしょくたいいじょう

を推定
すいてい

する新型
しんがた

出生前
しゅっせいまえ

診断
しんだん

（ N I P T
えぬあいぴーてぃ

）を行
おこな

う施設
し せ つ

について、国
くに

や関連学会
かんれんがっかい

、対象疾患
たいしょうしっかん

の当事者
と う じ し ゃ

団体
だんたい

などで

構成
こうせい

する運営委員会
うんえいいいんかい

が 愼
つつまし

さ、認証
にんしょう

する制度
せ い ど

を開始
はじ

する方針
ほうしん

を打
う

ち出
だ

しました。

無認定施設
むにんていしせつ

の急増
きゅうぞう

に対
たい

応
おう

することが表看板
おもてかんばん

ですが、結局
けっきょく

は、国
くに

が出生前診断
しゅっしょうまえしんだん

によ

るいのちの選別
せんべつ

にお墨付
す み つ

きを与えることになり、しょうがいしゃ団体
だんたい

のあいだにも分
ぶん

断
だん

をつくっていくことになるのではないか、とあやぶまれます。 
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 他方
た ほ う

、厚労省
こうろうしょう

は、来年
らいねん

４月
がつ

から不妊治療
ふにんちりょう

にかかわる医療
いりょう

への公的保険
こうてきほけん

の適用範囲
てきよ うは んい

を

検討
けんとう

していますが、そのなかには、着床前診断
ちゃくしょうぜんしんだん

がふくまれる可能性
かのうせい

があります。

体外受精
たいがいじゅせい

させた受精卵
じゅせいらん

の遺伝子
い で ん し

を調
しら

べ、流産
りゅうざん

の可能性
かのうせい

とともにしょうがいしゃが生
う

ま

れるかどうかを調
しら

べるものです。 

 この動
うご

きと歩調
ほちょう

を合
あ

わせるかのように、日本産科婦人科学会
に ほ ん さ ん か ふ じ ん か が っ か い

は、着床前診断
ちゃくしょうぜんしんだん

の

対象
たいしょう

を拡大
かくだい

する方針
ほうしん

を固
かた

め、来年
らいねん

から運用
うんよう

することを発表
はっぴょう

しています。これまでの

「重篤
じゅうとく

な遺伝性疾患
いでんせいしっかん

」（デュシャンヌ
で ゅ し ゃ ん ぬ

型
がた

筋
きん

ジストロフィー
じ す と ろ ふ ぃ ー

など）に限定
げんてい

してきたもの

を、「有効
ゆうこう

な治療法
ちりょうほう

がない」「高度
こ う ど

で負担
ふ た ん

が大
おお

きい治療
ちりょう

が必要
ひつよう

」で成人
せいじん

になる前
まえ

に発症
はっしょう

するもの、にまで対象
たいしょう

を拡大
かくだい

しようとしています。 

 今
いま

わたしたちは、日本
に ほ ん

の優生政策
ゆうせいせいさく

をめぐる重大
じゅうだい

な転換点
てんかんてん

にいると考
かんが

えます。さま

ざまな観点
かんてん

から、優生思想
ゆうせいしそう

、優生政策
ゆうせいせいさく

にたちむかう行
おこな

動
うご

が必要
ひつよう

です。 

 

●優生保護法
ゆうせいほごほう

被害者
ひがいしゃ

のたたかい 

 ２０１８年
ねん

からたたかわれてきた優生保護法被害裁判
ゆうせいほごほうひがいさいばん

は、高裁
こうさい

での攻防
こうぼう

にも突入
とつにゅう

し

ています。この集会
しゅうかい

で発言
はつげん

していただく北
きた

さんは、東京高裁
とうきょうこうさい

での判決
はんけつ

をむかえよう

としておられます。 

 各地
か く ち

の地裁判決
ちさいはんけつ

では、仙台
せんだい

や神戸
こ う べ

では優生保護法
ゆうせいほごほう

が違憲
い け ん

であったとの判決
はんけつ

が出
だ

され

ましたが、どの裁判
さいばん

所
しょ

も不法行為
ふ ほ う こ う い

から 20年
ねん

で賠償請求権
ばいしょうせいきゅうけん

が消滅
しょうめつ

する民法
みんぽう

の

「除斥期間
じょせききかん

」を適用
てきよう

し、被害者
ひがいしゃ

の賠償請求
ばいしょうせいきゅう

を棄却
ききゃく

しました。国
くに

の不法行為
ふ ほ う こ う い

を口先
くちさき

で

論
ろん

じながら、賠償請求
ばいしょうせいきゅう

を棄却
ききゃく

されれば、被害者
ひがいしゃ

からすれば、国
くに

は本当
ほんとう

に責任感
せきにんかん

をも

って謝罪
しゃざい

するつもりがない、と感
かん

じるのは当然
とうぜん

です。 

 しかしこのたたかいが、優生
ゆうせい

思想
し そ う

・政策
せいさく

が違憲
い け ん

であり、人
ひと

権をふみにじるものであ

ることを、公式
こうしき

に確定
かくてい

させたことは、大
おお

きな成果
せ い か

だとおもいます。歴史
れ き し

にこのことを

刻印
こくいん

し、国
くに

が被害者
ひがいしゃ

にむきあうよう、わたしたちはより強 力
きょうりょく

に支援
し え ん

する必要
ひつよう

があり

ます。 

 

●排外主義言動
はいがいしゅぎげんどう

の高
たか

まり 

 津久井
つ く い

やまゆり園
えん

事件
じ け ん

のあと、インターネット
い ん た ー ね っ と

上
じょう

には、犯人
はんにん

植松
うえまつ

の行動
こうどう

を支持
し じ

する

暴言
ぼうげん

があふれました。また最近
さいきん

では、Ｊ Ｒ
じぇーあーる

の駅
えき

の無人化
む じ ん か

により駅員
えきいん

の対
たい

応
おう

をこばま
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れたしょうがいしゃがＪ Ｒ
じぇーあーる

に抗議
こ う ぎ

したところ、この当然
とうぜん

の抗議
こ う ぎ

を非難
ひ な ん

する声
こえ

が

ネット
ね っ と

上
じょう

にあふれました。 

 排外主義
はいが いし ゅぎ

ということばは、本来
ほんらい

は民族差別
みんぞくさべつ

にもとづく言動
げんどう

をさすものですが、ここ

では、しょうがいしゃが生
い

きること、ひととして当然
とうぜん

の主張
しゅちょう

をすることから排除
はいじょ

する

言
い

動
うご

を、このように呼
よ

びます。 

 ２１世紀
せ い き

にはいり、民族差別
みんぞくさべつ

に基
もと

づく排外主義
はいが いし ゅぎ

が世界的に広
ひろ

がってきたのと時
とき

を同
おな

じくして、しょうがいしゃに対
たい

する排外主義
はいが いし ゅぎ

も高
たか

まってきたといえるでしょう。

経済的
けいざいてき

に苦
くる

しいとき、不安
ふ あ ん

が広
ひろ

がる時代
じ だ い

に、社会
しゃかい

的に強
つよ

い者、国
こっ

家
か

や体制
たいせい

と一体
いったい

感
かん

を

求
もと

めるひとびとから、このような排外主義
はいが いし ゅぎ

は生
う

まれてきます。しかし、それは人
じん

類
るい

の

困難
こんなん

をますます拡大
かくだい

するだけです。差別
さ べ つ

や抑圧
よくあつ

されているひとびとをもふくむ世界
せ か い

の

人
ひと

々の思
おも

いにむきあうことこそ、困難
こんなん

を克
こく

服
ふく

する行
おこな

動
うご

が生
う

まれるのです。 

 実際
じっさい

の排外主義
はいが いし ゅぎ

言
い

動
うご

に対
たい

しては、断
だん

固
こ

としてたたかうとともに、連帯
れんたい

の輪
わ

を拡大
かくだい

し

ていきましょう。 

 

★希望
き ぼ う

あるところに敗
はい

北
ぼく

はない 

  

これは、国連
こくれん

の障害者権利委員会
しょうがいしゃけんりいいんかい

のキム
き む

・ミヨン
み よ ん

さんの昨
さく

年
ねん

のメッセージ
め っ せ ー じ

の一節
いっせつ

で

す。キム
き む

さんは、連帯
れんたい

が希望
き ぼ う

をうみだすことも語
かた

られました。今
こと

年
し

の集会
しゅうかい

も、沖縄
おきなわ

か

ら北
ほっ

海
かい

道
どう

まで、さまざまな立場
た ち ば

からの連帯
れんたい

を求
もと

めるメッセージ
め っ せ ー じ

をいただきます。 

 ２０１３年
ねん

から続
つづ

けてきたわたしたちの運
うん

動
どう

は、「骨格
こっかく

提言
ていげん

」を完全
かんぜん

に実現
じつげん

し、しょ

うがいしゃが地域
ち い き

で市民
し み ん

のなかで、あたりまえに生
い

きられる社会
しゃかい

をめざしてきまし

た。その中
なか

で、高齢者
こうれいしゃ

にとってもそのような社会
しゃかい

でなければならないということをか

かげ、高齢者
こうれいしゃ

の制度
せ い ど

改悪
かいあく

にもはんたいの立場
た ち ば

をつくってきました。また、「骨格
こっかく

提言
ていげん

」

では明確
めいかく

にかかれていない在日
ざいにち

など日本
に ほ ん

こくせきをもたないしょうがいしゃについて

も、その権利
け ん り

を保障
ほしょう

すべきであるとの立場
た ち ば

をとってきました。わたしたちは、ますま

す広
ひろ

い連帯
れんたい

を作
つく

る基盤
き ば ん

を育
そだ

ててきたと考
かんが

えます。 

 いのちの危険
き け ん

を感
かん

じるこの時代
じ だ い

のなかで、私
わたし

たちは連帯
れんたい

にもとづく行動
こうどう

の力
ちから

で

社会
しゃかい

を変革
へんかく

したいと考
かんが

えます。 

2021年
ねん

10月
がつ

31日
にち
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資料３（共通） 

２０２１だいふぉーらむによせて（ぎいんさんからのめっせーじ） 

 

※しゅうぎいんは、１０がつ１４にちに かいさんしています。 

☆じむきょくより おことわり 

１．つごうにより、るびふりのものは ごじつ きろくしゅうに けいさいします。もう

しわけありません。 

２．ぎいんのみなさんの おしゃしんですが、ほんじつは ずーむのがめんで ごし

ょうかいしました。おひとりおひとりの おしゃしんは、ごじつ きろくしゅうに けいさ

いします。 

 

（１）かねこ えみさん 

2021「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラムのご開催を心からお慶び申し上げ

ます。 

日頃より、障がいのある方々の福祉向上にご尽力いただいております関係者の皆様に

深く敬意を表します。 

本日の大フォーラムを契機に、皆様の活動の輪が広がり、皆様のご要望の「骨格提言」

の完全実現に向けて、大きく前進することを願っております。私も皆様と共に全力で取

り組んで参ります。 

私の政治の原点は障がいのある皆様が安心して生活できる社会をつくることにあり

ます。すべての人に居場所と出番がある、共に生きる社会の実現を目指し、誠心誠意働

かせていただくことをお誓い申し上げます。 

結びに、大フォーラムのご成功と、本日ご参加の皆様方のご健勝、ご多幸を心からお

祈り申し上げます。 

2021 年 10 月吉日 

前衆議院議員 金子恵美 

 

 

（２）よこさわ たかのりさん 

「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム 

パンフレット用一言メッセージ 

立憲民主党 参議院議員  横沢たかのり 

資料３(共通) 
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大フォーラムが本年も全国各地をつないで、オンラインで開催されます事に心よりお

慶びを申し上げます。 

私自身も車いすで生活する中で、様々な課題を感じて参りました。 

  国会議員となって約 2 年 4 か月、国会内で委員会や党の政策勉強会、議員連盟などに

おいて、障がいに関する政策が大きく前進するように、当事者目線での政策を強く提案

して参りました。 

全ての人が、自分が希望する生活を送ることができる、そのような共生の社会を一刻

も早く実現しなければなりません。 

強く、やさしい日本をつくる、その思いを胸にこれからも議員活動に励んで参ります。

最後に大フォーラムの盛会を祈念しつつ，連帯のご挨拶とさせていただきます。一緒に

頑張りましょう！ 

 

 

（３）みやもと とおるさん 

「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会 御中 

10・31「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム 一言メッセージ 

「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラムに参加されているみなさまに、心から

の連帯を表明します。 

ＥＴＶ特集「ドキュメント 精神科病院×新型コロナ」は、コロナ禍のもと、精神科

病院で、陽性者を大部屋に集め南京錠をかけ、ポータブルトイレをおくという人権侵害

が行われていることを告発しました。また、精神科病院でコロナに感染しても、コロナ

病床に転院できない実態が広範にあります。この間、施設や病院での虐待の報道も相次

いでいます。 

「障害のない市民との平等と公平」など「骨格提言」にあるように、すべての人の尊

厳を守り、差別、虐待を許さない社会へ、コロナ禍の中でこそ、政治が責任を果たすべ

きです。 

 障害者やその家族が感染した際に、安心できる入院体制とフォロー体制をつくること、

障害者虐待防止法を改正し、病院などにも通報義務と必要な措置を適用すること、さら

には、長年続いた医療費削減路線をあらためることは喫緊の課題です。「私たち抜きに、

私たちのことを決めないで」！「骨格提言」の完全実現に向けて、私もみなさんと力を

合わせていきます。 

2021 年 10 月 31 日 

                        衆議院議員 宮本 徹 
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（４）たかはし ちづこさん 

10 月 31 日大フォーラムへのメッセージ 

１０・３１大フォーラムご盛会を祈念します。 

 総選挙の真っ最中であり、かつ私も前議員になっておりますので、まずは再選を果た

し、皆様とまた一緒に頑張れるようになるのが私の第一の使命と考え、これをもってメ

ッセージといたします。 

2021 年 10 月 31 日 

日本共産党 衆議院議員 高橋千鶴子 

 

 

（５）かみ ともこさん 

「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラムへのメッセージ 

２０２１「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラムの開催、おめでとうございま

す。大フォーラムの皆様におかれましては、日頃より障がい者福祉の向上に向けて運動

されていることに心より敬意を表します。 

長きにわたり、国民がコロナ危機に苦しむ中、政府は、野党が求めた臨時国会召集要

求を拒否し続け、感染症対策をはじめ医療提供体制の強化やくらしや生業への支援など

急がれる課題の解決に背を向けました。 

今なすべきことは、国権の最高機関である国会が、新型コロナによる国民の苦難軽減

に向けて山積した課題を議論し政治を前に進めることです。 

岸田政権が発足しましたが、野党が求めた臨時国会での予算委員会の開催要求を無視

し、14 日衆議院を解散しました。自民党内の看板の架け替えでは、政治は変わりませ

ん。目前に迫った総選挙で、政権交代を実現し、国民のいのち、くらしを優先する政治

転換するため、私も全力を挙げる決意です。ともに、がんばりましょう。 

2021 年 10 月 31 日 

日本共産党 参議院議員 紙智子 

 

（６）たむら ともこさん 

１０月３１日大フォーラムへのメッセージ 

１０月３１日大フォーラムの開催おめでとうございます。障害者の権利と生活の向上

を目指す皆さんの日ごろの活動に敬意を表します。総合福祉部会の骨格提言の完全実施

のために私も全力をあげる決意です。ともに頑張りましょう。 

日本共産党・参議院議員 田村智子 
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（７）ふじの やすふみさん 

 

「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラムへのメッセージ 

しょうがいしゃの権利を守るために日夜ご奮闘されていることに、心から敬意を表し

ます。 

コロナウィルス感染症の広がりは、現代社会の抱える根本的な問題を改めて浮彫りに

しました。 

しょうがいしゃなど、介助を必要とする人が感染したり、濃厚接触者として待機が必

要となった場合や同居している人が入院した場合、介助体制が重大な危機にさらされま

す。事業所からのヘルパー派遣も見合されてしまう可能性や、当事者の感染ではなくて

も、感染を恐れてヘルパーが来なくなるなど、生活に大きな負担となっています。 

 社会的な状況は、障害者権利条約や「骨格提言」の求めるものからますます遠のいて

しまっています。 

 いまこそ、いかした福祉法制を実現することが求められています。 

 しょうがいしゃの人権保障、差別や偏見のない社会の実現にむけて、みなさんとご一

緒に全力を尽くします。ともに頑張りましょう。 

2021 年 10 月 31 日 

日本共産党 衆議院議員 藤野保史 

 

（８）ふくしま みずほさん 

「2021 大フォーラム」へのメッセージ 

「2021 大フォーラム」にご参加の皆さん、こんにちは！社民党の福島みずほです。

皆さんの日頃のご奮闘に対し、心から敬意を表します。 

さて自民党は、安倍－菅政権と続いた傲慢で無責任な政治への批判に何らこたえるこ

となく、「岸田新総理誕生」の演出効果を利用して本日の総選挙を乗り切り、引き続き

政権を維持しようと目論んでいます。 

このかん、コロナ禍の中で人々の生活は本当にないがしろにされてきました。今回の

新型コロナ問題は、長年の新自由主義的政策によって日本社会の公共財産がいかに無残

に壊されてきたかを、私たちにはっきりと示しました。 

今こそ、「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラムをはじめとする、障害者差別

に対してとことん闘い続けている市民の出番です。すべての人々の命が大切にされる社

会、誰ひとり置き去りにされない世の中を、本日の総選挙を通してつくり上げましょう。 

そのために私はこれからも皆さんとがっちりスクラムを組み、国会の内外で全力を尽

くします！ 

本日の「大フォーラム」のご成功を心から祈念し、連帯のメッセージとさせていただ
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きます。 

２０２１年１０月３１日 

社民党党首 参議院議員 福島みずほ 

 

 

                             

（９）ふなご やすひこさん 

10.31「骨格提言の完全実現を求める」大フォーラム 挨拶 

参議院議員舩後靖彦 

 

みな様、こんにちは。れいわ新選組、参議院議員の舩後靖彦でございます。 

昨年同様、今年も新型コロナウイルスの感染拡大のため、オンラインでの集会となり

ました。一昨年、議員となって初めて大フォーラムに参加させていただき、秋晴れの日

比谷野音に全国から集結されて、みなさんが語り合う熱気を感じたことが懐かしく思い

出されます。 

さて、次期通常国会に向けて社会保障審議会障害者部会で障害者総合支援法の見直し

の議論が進み、年内にも審議の取りまとめが予定されています。 

障害者総合支援法成立後、重度訪問介護の知的・精神障害者への拡大などは段階的に

施行され、2018 年に法改正が行われましたが、もともと積み残された課題（常時介護

を要する障害者等に対する支援＝パーソナルアシスタンスの検討や、障害者の就労支援、

支給決定の在り方など）、障がい者政策推進会議総合福祉部会がとりまとめた骨格提言

の内容はほとんど手付かずのまま残されています。 

こうした積み残されたままの政策課題を解決するためには、衆議院選挙で障害当事者

の声を国会に届ける議員を増やす必要があります。まだ投票されてない方は、ぜひご自

身の意思を１票に託していただくよう、お願い申し上げます。 

この間、コロナ禍で日本の感染症対策、急性期の高度集中医療体制の脆弱さが露わに

なりました。この夏の感染急拡大期においては、中等症で酸素吸入が必要な人さえ「自

宅療養」「ホテル療養」という形で入院治療を拒否され、亡くなられた方も相次ぐなど、

医療現場でトリアージ（いのちの選別）が進行しました。 

こうした中で、全国の精神科病院に入院していた患者のうち、新型コロナウイルスに

感染して転院先が見つからないまま死亡した人が 230 人余りに上ることが発覚しまし

た。精神障害者の新型コロナ感染による死亡率は通常の 2 倍という調査結果もありま

す。更に、最近アメリカで障害者施設を広く調査した研究によれば、知的障害や発達障

害のある人たちは、そうではない集団よりも、新型コロナ感染症で死亡する率が高く、

ニューヨーク州で致死率 2.7 倍という数字があります。 
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東日本大震災でも、内閣府の推計で、障害者の死亡・行方不明者の率は障害のない人

の 2 倍という結果がありました。コロナ禍は平等に降りかかったわけではなく、障害者

は、介助や支援が必要で密接な接触が避けられない、治療薬の副作用、施設の構造的問

題で適切な感染症対策が得られない、障害を理由に必要な医療にアクセスできない等の

理由で、障害のない人より死亡率が高くなってしまったのです。 

国はこの間、公立病院再編計画で感染症病床、高度急性期・急性期病床を減らし、慢

性病・リハビリ機能の病床を増やすリストラをしてきました。そして保健所も感染症対

策の人員削減・非正規化を推し進めてきた結果、この新型コロナ感染拡大に全く対応で

きませんでした。 

こうした失策によって検査体制が追い付かず、医療現場のひっ迫が引き起こされる中

でいのちの選別が進行してしまいました。障害者の死亡率２倍という結果は、障害者の

いのちが軽んじられている差別そのものであり、政権与党の無策の結果と考えています。 

いのちの選別をゆるさず、誰もが自分の人生を全うできる社会づくりのために、皆様

と共に励んでまいりたいと存じます。共に頑張りましょう。 

 

（１０）くらばやし あきこ 

メッセージ 

 新型コロナ感染症の感染拡大のなか、精神科病院では２００人以上の方が対応できる

医療機関に転院できないまま亡くなるなど、医療体制や障害者福祉の脆弱性が浮き彫り

になりました。「自助」「共助」では救えないいのちがあり、「自己責任」の押しつけは、

人権を脅かすものです。 

 政府は、「基本合意」と、「骨格提言」の完全実現に背をむけ続けています。「障害者

総合支援法」の見直しは、今度こそ２つの文書と障害者権利条約を実現するものでなけ

ればなりません。 

当事者や家族に「自己責任」「自助」を強いるのはやめ、命と暮らしを大切にし、医

療・障害福祉・介護など、ケアに手厚い社会に切り替えることが今こそ必要です。 

その実現のために力を尽くす決意を表明するとともに、大フォーラムの成功を祈念し

メッセージといたします。 

                            日本共産党参議院議員 

                                  倉林明子 

 

（１１）はたの きみえさん 

「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラムのご開催おめでとうございます。 

今年は「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が発出されてから１

０年の節目であり、みなさんが、「骨格提言」実現のために日々、ご奮闘されているこ
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とに心から敬意を表します。 

新自由主義のもと、長年にわたって医師数の抑制、病床削減、病院の統廃合をつづけ、

全国の保健所を半減させてきたことなどが深刻な医療崩壊、公衆衛生の崩壊が起きまし

た。その上、障害者福祉サービスにおける新型コロナ対応に対し、基本報酬の上乗せを

する特例が 9 月末で廃止されました。 

人と人が思いやりをもってお互いの存在を認め合い、差別や偏見のない社会を作って

行くため、来るべき総選挙に向けて、市民と野党の共闘を発展させ、野党による政権交

代を実現するために力を尽くします。弱肉強食の新自由主義を終わりにし、国民の暮ら

しと命を何よりも大切にする政治に切り替えるため、ともに力を合わせましょう。 

 本集会のご盛会を願って、連帯のごあいさつとします。ともにがんばりましょう。 

２０２１年１０月３１日 

日本共産党衆議院議員 畑野君枝 

 

（１２）きむら えいこさん 

れいわ新選組の木村英子です。 

私の人生が大きく変わった 2019 年から 2 年が過ぎ、激動の毎日の中で、私は議員と

して、各地から寄せられる障害者の窮状にひとつひとつ対応していますが、コロナの脅

威によって、「命の選別」がより現実味を帯びてきているように感じています。 

「命の選別」は、社会から障害者を排除することから生まれてきます。まず、出生前

診断に始まり、就学時健診で障害児と健常児に分けられて教育され、卒業後の進路では

施設と地域に分けられ、障害者は生まれたときから死ぬまで、社会から排除され、健常

者と分けられています。その断絶が、障害者にとっても、健常者にとっても、生きづら

い社会を作り出しています。障害者が健常者と同じ社会で生きていくには、住宅、交通、

就学、就労など、あらゆる場面にバリアがあり、日常生活を送る上で遭遇するバリアの

改善を行政に訴え、闘っていかなければ生きていくことができない現状です。 

このコロナ禍においては、ますます命の選別が加速していることを実感しています。

新型コロナウィルスが日本に上陸してから、濃厚接触を避けられない介護の必要な障害

者は、入院時の介護者の付き添いが認められず、入院ができないという厳しい状況に置

かれています。私自身も今年 2 月にコロナにかかり、大変な状況でしたが、同じ時にコ

ロナにかかった知的障害者の友人は緊急入院したものの、介護者の付き添いが認められ

ず、まだ熱も下がらず、肺炎がありながらも、強制的に退院させられてしまいました。

介護の必要な障害者は、普段の生活はもちろんのこと、コロナという緊急事態において

も、入院時に慣れた介護者の付き添いがなければ、安心して入院することはできません。

しかし、コロナ禍においては、感染対策を理由に介護者の付き添いが認められず、入院

できなくて亡くなってしまった障害者もいます。障害者は生きていく中で、さまざまな
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場面で分けられ、命の選別をいつも迫られています。 

また、重度訪問介護を利用している障害者の生活が介護保険と同じ運用にされてしま

い、見守りが認められず、支給時間が削られ、泊まり介護やトイレ、食事、入浴、外出

などが制限させられ、生活に支障をきたしている障害者が増えてきています。 

私が議員になる前も、そして現在においても、差別され、困窮している障害者の人た

ちからの相談が後を絶ちません。こうした状況を変えていくには、政治の世界に障害当

事者の参画が最も必要であることを、私自身、議員をやっていく中で実感しています。 

私たちの前には解決しきれない問題が山積していますが、障害者が差別されることな

く、地域の中で当たり前に生きていける社会を目指して、力を合わせ、闘っていかなく

てはなりません。 

私が議員になったとき、重度訪問介護を利用しての就労が認められず、登院できない

ことが大きな問題となりました。これは厚労省の告示 523 号の規定によって、介護の必

要な障害者の就労にあたる経済活動、就学や習い事などの通年かつ長期にわたる外出、

また、政治活動や宗教活動など、自治体が「社会通念上適当でない」と判断した外出が

制限されているからです。 

この告示 523 号は、単なる報酬請求のルールを定めたものであって、就労・就学・余

暇活動、政治活動、宗教活動といった基本的人権を制限することは、介護が必要な障害

者の社会参加を妨げる要因になり、人権侵害にあたると思います。 

私が議員になった大きな目的の一つは、介護の必要な障害者の社会参加を阻むこの告

示５２３号を改正し、あらゆる場面で障害者の人権が十分に保障される介護制度を実現

することです。そのために、これからも、皆さんと力を合わせて取り組んでいきたいと

思います。 

以 上 

 

（１３）たけだ りょうすけさん 

10 月 31 日大フォーラムメッセージ  

 「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」から 10 年が経過しました。  

コロナ禍により学校、介護施設の他、障害福祉施設でもクラスターが次々と発生し、

保健所はコロナとのたたかいで疲弊してきました。結果、精神障害対策に対応しきれな

い事態も起こっています。  

ケア労働に携わる担い手の処遇改善と検査の拡充が喫緊の課題です。提言を実行する

ためにも OECD 加盟国の平均以上の安定的な予算水準を確保し、障害福祉・医療の「応

益負担」を撤廃し無料にする必要があります。  

これからもみなさまとご一緒に尽力していきたいと思います。  

日本共産党 参議院議員 武田良介  
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（１４）かさい あきらさん 

１０・３１大フォーラム」へのメッセージ 

「私たち抜きに私たちのことを決めないで」は世界の障害者の合言葉。障害者権利条

約にふさわしい障害者施策の実現は、コロナ禍が長期化するいま、まさに急務の課題と

なっています。ケアを支える福祉労働者の処遇改善も重要です。 何でも「自己責任」

と社会保障を削減し続けてきた、新自由主義の政治では、命もくらしも守れません。命

とくらしを何よりも大事にする政治へ、いざ政権交代！みなさんと心ひとつに全力で取

り組む決意です。         

２０２１年１０月３１日  

日本共産党前衆議院議員 笠井亮 

 

（１５）たむら たかあきさん 

お世話になっております。 

日本共産党 田村貴昭 衆院比例候補より、大フォーラムへの下記のメッセージをお

送りさせて頂きます。 

大フォーラムの開催、おめでとうございます。 

「基本合意」から 11 年がたちますが、総合福祉部会の「骨格提言」については、政

府は自立支援法の廃止どころか、一部の手直しで障害者総合支援法を成立させました。

日本共産党は障害者権利条約、「基本合意」「骨格提言」にもとづいた障害者総合福祉法

の制定をこれからも求めていきます。ちょうど大フォーラムの開催日は、衆議院議員総

選挙の投票日です。自公政権は 40 年にわたり社会保障を削減し、社会的弱者に冷たく

富裕層を優遇する、新自由主義政策を続けてきました。もう自公政治は終わりにして、

命と暮らしを何よりも大切にする政治に切り替えましょう。そして、骨格提言を新し政

府の下で、実現させましょう。皆さんとご一緒に政治を変える決意を申し上げ、メッセ

ージとさせていただきます。 

 

 

（１６）いは よういちさん 

伊波洋一さん別刷り 

以上 

 



「骨格
こっかく

提言
ていげん

」の完全
かんぜん

実現
じつげん

を求める
もと

大フォーラム
だいふぉーらむ

へのメッセージ
めっせーじ

 
 

 「骨格
こっかく

提言
ていげん

」の完全
かんぜん

実現
じつげん

を求める
もと

大フォーラム
だいふぉーらむ

にご参加
さんか

の皆さん
みな

に、心から
こころ

敬意
けいい

を表します
ひょう

。本日
ほんじつ

は

出席
しゅっせき

がかなわず申し訳
もうしわけ

ございません。 

 

 国内
こくない

では、緊急
きんきゅう

事態
じたい

宣言
せんげん

こそ解除
かいじょ

されましたが、いまだに新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

が猛威
もうい

をふる

っています。特
とく

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な障
しょう

がいをお持ち
も

の方
かた

はたいへんな思い
おも

でお過ごし
  す

のことと思います
おも

。

一刻
いっこく

も早く
はや

国民
こくみん

生活
せいかつ

が再開
さいかい

できるよう、希望
きぼう

する全て
すべ

の国民
こくみん

へのワクチン
わくちん

接種
せっしゅ

、PCR
ぴーしーあーる

等
など

検査
けんさ

の一層
いっそう

の拡充
かくじゅう

、休業
きゅうぎょう

する企業
きぎょう

や職
しょく

を失った
うしな

労働者
ろうどうしゃ

等
とう

の困難
こんなん

を抱える
かか

全て
すべ

の国民
こくみん

に対する
たい

直接
ちょくせつ

支援
しえん

など、

待った
ま

なしの施策
せさく

が求められて
もと

います。このような状況
じょうきょう

にもかかわらず、菅前
すがぜん

総理
そうり

の辞任
じにん

、岸田
きしだ

総理
そうり

の

誕生
たんじょう

など、自民党
じみんとう

の党利
とうり

党略
とうりゃく

で6月
がつ

以降
いこう

国会
こっかい

では実質的
じっしつてき

なコロナ
こ ろ な

対策
たいさく

の議論
ぎろん

はなされず、野党
やとう

が提案
ていあん

する様々
さまざま

なコロナ
こ ろ な

対策
たいさく

の立法
りっぽう

もなされていません。 

 

 沖縄
おきなわ

では、県民
けんみん

の民意
みんい

を無視
む し

する形
かたち

で、辺
へ

野
の

古新基地
こ し ん き ち

建設
けんせつ

が強行
きょうこう

されています。辺
へ

野
の

古新基地
こ し ん き ち

建設
けんせつ

の

総工費
そうこうひ

は、防衛省
ぼうえいしょう

試算
しさん

で9,300億円
おくえん

、県
けん

の試算
しさん

では2兆 5,500 億円
ちょう     おくえん

にものぼります。大浦
おおうら

湾側
わんがわ

の軟弱
なんじゃく

地盤
じばん

問題
もんだい

など、技術的
ぎじゅつてき

にも建設
けんせつ

は不可能
ふ か の う

です。政府
せいふ

は辺
へ

野
の

古新基地
こ し ん き ち

建設
けんせつ

を断念
だんねん

すべきです。 

 

 2010年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

違憲
いけん

訴訟
そしょう

における「基本
きほん

合意
ごうい

」と2011年
ねん

の「骨格
こっかく

提言
ていげん

」は、障
しょう

がい

当事者
とうじしゃ

の皆さん
みな

も加わって
くわ

成立
せいりつ

した画期的
かっきてき

なものでした。これらは日本
にっぽん

政府
せいふ

の約束
やくそく

であり、政権
せいけん

が

変われば
か

履行
りこう

しなくてもよい、というようなものではありません。にもかかわらず、自民党
じみんとう

政権
せいけん

はこの約束
やくそく

をホゴ
ほご

にし続けて
  つづ

います。私たち
わたし

「沖縄
おきなわ

の風
かぜ

」も障
しょう

がい当事者
とうじしゃ

の皆さん
みな

、支援者
しえんしゃ

の皆さん
みな

とともに、

「基本
きほん

合意
ごうい

」「骨格
こっかく

提言
ていげん

」の実現
じつげん

、「誰
だれ

一人
ひとり

取り残さない
と   のこ

社会
しゃかい

」にむけた政治
せいじ

をつくっていきます。 

 

コロナ
ころな

禍
か

が改めて
あらた

明らか
あき

にしたのは、安倍
あべ

政権
せいけん

以降
いこう

の自民党
じみんとう

政権
せいけん

で提唱
ていしょう

された「自己
じこ

責任
せきにん

」と「自助
じじょ

」

では、多く
おお

の国民
こくみん

、特
とく

に困難
こんなん

を抱える
かか

人々
ひとびと

が社会
しゃかい

から取り残されて
と   のこ

しまうということでした。来る
きた

総選挙
そうせんきょ

において、参議院
さんぎいん

会派
かいは

「沖縄
おきなわ

の風
かぜ

」は、立憲
りっけん

野党
やとう

と連携
れんけい

し、国民
こくみん

のいのちと暮らし
く

を守る
まも

政治
せいじ

を取り戻す
と  もど

ために全力
ぜんりょく

を尽くします
つ

。 

 

 最後
さいご

に、2021大フォーラム
だ い ふ ぉ ー ら む

のご成功
  せいこう

と、ご参加
  さんか

の皆様
みなさま

のますますのご健勝
 けんしょう

を祈念
きねん

してメッセージ
め っ せ ー じ

といた

します。 

 

2021年10月31日 

参議院
さんぎいん

会派
かいは

「沖縄
おきなわ

の風
かぜ

」 参議院
さんぎいん

議員
ぎいん

 伊波
い は

 洋一
よういち

 



いのちのせんべつ・しょうがいしゃのぎゃくたいをゆるさない！ 

２０２１大フォーラムへのメッセージ 

 

２０２１大フォーラムの開催にあたり、立憲民主党を代表してご挨拶を申し

上げます。 

 

まず COVID-19新型感染症により影響を受けられた方々に心よりお見舞い申し

上げます。繰り返される感染拡大、また数次にわたる緊急事態宣言やまん延防止

措置の発出などで国民は振り回されてきました。とりわけ、障がいのある皆様や

そのご家族の皆様のご心労はいかばかりかと、私どもも大変心を痛めてまいり

ました。そしてこのような厳しい状況下においても、障がい者の権利の完全実現

を求めて全力で取り組まれておられる皆様に、心よりの敬意と連帯のアピール

を送ります。 

 

ご存じのように、「骨格提言」は民主党政権時に多様な障がい者団体の方々等

を構成員とした「障がい者制度改革推進会議」の「総合福祉部会」が 2011 年 8

月にまとめた文書です。障がいのある皆様や障がい者団体の皆様などの思いの

詰まった文書であり、完全実現が強く求められてきました。 

 

しかしながらその翌年、民主党は下野しその後長く続いた自公政権下で、この

「骨格提言」は完全実現されることなく今日に至っております。これは私ども野

党を含めた政治全体の責任であり、「骨格提言」の理念の実現を目指して私たち

立憲民主党はあらためて全力を尽くしてまいります。 

 

 立憲民主党は、綱領で「自由と多様性を尊重し、支え合い、人間が基軸となる

共生社会を創り、国際協調をめざし、未来への責任を果たすこと」を基本理念に

掲げ、昨年 9月新たに結党しました。この理念のもと、この一年間余りの間、数

多くの障がい者団体の方々と意見交換を行いながら、政策実現に取り組んでま

いりました。これからも、障がいの有無などによって差別されない社会づくりに

向けて皆様とともに取り組んでまいる所存です。 

 

末尾になりましたが、皆様のご健勝とますますのご活躍をお祈りし、立憲民主

党を代表してのメッセージとさせていただきます。 

 

２０２１年１０月３１日 

立憲民主党 枝野幸男 
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祝 辞

しゅくじ

（しゅくじ）  

国 連 障 害 者 権 利 委 員 会 副 委 員 長
こくれんしょうがいしゃけんりいいんかいふくいいんちょう

 

キム・ミヨン（きむ  みよん）  

訳：桑江博幸（やく、くわえひろゆき）  

みなさまお元気
げんき

ですか。  

国 連 障 害 者 権 利 委 員 会 副 委 員 長
こくれんしょうがいしゃけんりいいんかいふくいいんちょう

キム・ミヨン（きむみよん）です。

  

障 害 者
しょうがいしゃ

権 利 条 約
けんりじょうやく

の履行
りこう

と 障 害 者
しょうがいしゃ

の自立生活
じりつせいかつ

実 現
じつげん

のためのキャ

ンペーン（きゃんぺーん）を 積 極 的
せっきょくてき

に 進
すす

めておられる 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

主 張
しゅちょう

センター（せんたー）・ 絆
きずな

の 関 係 者
かんけいしゃ

のみなさんに 心
こころ

より

感 謝
かんしゃ

申
もう

し上
あ

げます。   

混 乱
こんらん

の 中
なか

で 迎
むか

えた 2021年
ねん

も、いつのまにか終
お

わろうとしています。  

コロナ（ころな）は、 社 会
しゃかい

に 蔓 延
まんえん

した差別
さべつ

と 排 除
はいじょ

を、より 克 明
こくめい

に

見
み

せつけてくれました。 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

をはじめとする 多
おお

くの 障 害 者
しょうがいしゃ

の 現 実
げんじつ

は、より苛酷
かこく

になりました。 誰
だれ

よりも 感 染
かんせん

と死
し

の死角
しかく

地帯
ちたい

に置
お

かれており、コロナ（ころな） 情 報
じょうほう

へのアクセス（あくせす）の 問 題
もんだい

、

多層
たそう

の差別
さべつ

についての 認 識
にんしき

のなさ、基礎
き そ

疾 患
しっかん

など 重 複
ちょうふく

疾 病
しっぺい

の管理
かんり

の

怠
おこた

りなど、 徹 底 的
てっていてき

に疎外
そがい

されています。  

 

コ ロ ナ （ こ ろ な ） 以前
いぜん

か ら 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

は 、 後 見 人
こうけんにん

制度
せ い ど

、 代理
だいり

資料 ４（しりょう よん） 
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保護者
ほごしゃ

制度
せ い ど

、 強 制
きょうせい

治 療
ちりょう

を 許 容
きょよう

する 精 神
せいしん

保健法
ほけんほう

など、 様 々
さまざま

な 領 域
りょういき

で 法 的
ほうてき

能 力
のうりょく

と自己決定権
じこけっていけん

を否定
ひてい

されてきました。  

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

も 自
みずか

ら 決 定
けってい

し 自立的
じりつてき

に地域
ちいき

社 会
しゃかい

で暮
く

らす 権利
けんり

が、

国 連
こくれん

障 害 者
しょうがいしゃ

権 利 条 約
けんりじょうやく

第
だい

12 条
じょう

の 法
ほう

の 前
まえ

で 同 等
どうとう

に 認 定
にんてい

され、 第
だい

19

条
じょう

の自立生活
じりつせいかつ

と地域
ちいき

社 会
しゃかい

参加
さんか

で規定
きてい

されているにもかかわらず、 多
おお

くの国
くに

の 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

はこれを 保 障
ほしょう

されていません。   

 

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

社 会
しゃかい

に 完 全
かんぜん

に参加
さんか

するためには 法 的
ほうてき

能 力
のうりょく

が

保 障
ほしょう

されなければなりません。 法 的
ほうてき

能 力
のうりょく

を 保 障
ほしょう

するために、当事国
とうじこく

は 障 害 者
しょうがいしゃ

に 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を、地域
ちいき

社 会
しゃかい

の基盤
きばん

アプローチ（あぷろーち）

を 通
つう

じてすべて 提 供
ていきょう

しなければなりません。  

こ の 過程
かてい

で 誰
だれ

よ り 精 神
せいしん

障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

と 地域
ちいき

社 会
しゃかい

支援
しえん

体 系
たいけい

が 意思
い し

決 定
けってい

の 核 心
かくしん

に な ら な け れ ば な ら な い は ず で す 。 地域
ちいき

社 会
しゃかい

は 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の自由
じゆう

な 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

を可能
かのう

にする 協 力
きょうりょく

体 制
たいせい

であり資源
しげん

だ

からです。  

 

同意
どうい

のない 入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

への 入 所
にゅうしょ

や 精 神
せいしん

科
か

病 院
びょういん

への 入 院
にゅういん

などによ

る 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の 現 実
げんじつ

は、 条 約
じょうやく

で 保 障
ほしょう

され ている 様 々
さまざま

な権利
けんり

が

広範囲
こうはんい

に 侵 害
しんがい

されている 証 拠
しょうこ

です。  

施設
しせつ

あるいは専門医
せんもんい

などによる自己決定権
じこけっていけん

剥 奪
はくだつ

は、個人
こじん

のすべての

意思
い し

決 定
けってい

権
けん

と暮
く

らしの 統 制
とうせい

権
けん

、 法 的
ほうてき

権 限
けんげん

の 喪 失
そうしつ

をもたらします。  

 

特
とく

に 条 約
じょうやく

を 遵 守
じゅんしゅ

し 障 害 者
しょうがいしゃ

の 人 権
じんけん

を 尊 重
そんちょう

するには、 脱
だつ

施設
しせつ

が

必
かなら

ずなされねばならず、すべての 障 害 者
しょうがいしゃ

の 法 的
ほうてき

能 力
のうりょく

が 回 復
かいふく

し、
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障 害 者
しょうがいしゃ

が 居 住 地
きょじゅうち

および 同 居 人
どうきょにん

を 選 択
せんたく

できる権利
けんり

が 保 障
ほしょう

されなけれ

ばならないでしょう。   

 

どうか、 国 連
こくれん

障 害 者
しょうがいしゃ

権 利 条 約
けんりじょうやく

の 精 神
せいしん

を 忠 実
ちゅうじつ

に履行
りこう

し、日本
にほん

の

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の 脱
だつ

施設
しせつ

と 地域
ちいき

社 会
しゃかい

で の 自立的
じりつてき

な 生 活
せいかつ

が 、 必
かなら

ず や

実 現
じつげん

さ れ る こ と を 祈念
きねん

し 、 私
わたし

も 障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

と し て 、 ま た 国 連
こくれん

障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

委員会
いいんかい

の日本
にほん

国 家 報 告 官
こっかほうこくかん

として、これに寄与
き よ

できるよう

共
とも

に取
と

り組
く

みます。      

ありがとうございます。  
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ひがしにほんだいしんさい から 

じゅうねんが たちましたが 

(東日本大震災から 10年が経ちましたが) 

 

「骨 格
こっかく

提 言
ていげん

」の完 全
かんぜん

実 現
じつげん

を求
もと

める大
だい

フォーラム（ふぉーらむ）特 別
とくべつ

投 稿
とうこう

 

あいえるの会
かい

 白 石
しらいし

清
きよ

春
はる

（福 島
ふくしま

県
けん

郡 山
こおりやま

市
し

） 

  

東 日 本
ひがしにほん

大 震 災
だいしんさい

から 10年
ねん

が経
た

ちましたが、福 島
ふくしま

県
けん

は大 震 災
だいしんさい

の 影 響
えいきょう

から

福 島
ふくしま

第 一
だいいち

原 発
げんぱつ

が電 源
でんげん

喪 失
そうしつ

状 態
じょうたい

となり、水素
すいそ

爆 発
ばくはつ

を起
お

こすなどメルトダ

ウン（めるとだうん）に 陥
おちい

り、膨 大
ぼうだい

な放 射 性
ほうしゃせい

物 質
ぶっしつ

が福 島
ふくしま

県 内
けんない

や近
きん

隣
りん

都
と

府県
ふけん

に飛
ひ

散
さん

しました。 原 発
げんぱつ

の 近
ちか

くの 町 村
ちょうそん

には 現 在
げんざい

でも 放 射 性
ほうしゃせい

物 質
ぶっしつ

の

影 響
えいきょう

により、立
た

ち入
はい

り禁止
きんし

の地区
ちく

があります。原 発
げんぱつ

の周 囲
しゅうい

にはトリチウム（と

りちうむ）などの放 射 性
ほうしゃせい

物 質
ぶっしつ

を含
ふく

んだ汚染
おせん

水
すい

のタンク（たんく）が立
た

ち並
なら

んで

いますが、その汚染
おせん

水
すい

を水
みず

で薄
うす

めて海
うみ

に 放 出
ほうしゅつ

すると政府
せいふ

では決
き

めてしまいまし

た。原 発
げんぱつ

事故
じ こ

の問 題
もんだい

で、福 島
ふくしま

県
けん

は残 念
ざんねん

ながら復 興
ふっこう

には程 遠
ほどとお

い 状 況
じょうきょう

にお

かれています。 

 10 年
ねん

前
まえ

までは 安 全
あんぜん

神話
しんわ

の 上
うえ

で 運 転
うんてん

されていた 原 発
げんぱつ

でしたが、 東 日 本
ひがしにほん

大 震 災
だいしんさい

でその安 全
あんぜん

神話
しんわ

がものの見事
みごと

に 失
うしな

われてしまいました。こんなにも恐
おそ

ろしい原 発
げんぱつ

の稼働
かどう

は、すぐにも止
と

めることを福 島
ふくしま

県 民
けんみん

として提起
ていき

したいと思
おも

い

ます。 

 

 10年
ねん

前
まえ

の東 日 本
ひがしにほん

大 震 災
だいしんさい

の際
さい

には、ＪＤＦ（じぇいでぃえふ）被災地
ひさいち

障
しょう

がい

者
しゃ

支援
しえん

センター（せんたー）ふくしま（以下、支援
しえん

センター（せんたー）と 略
りゃく

す）

を立
た

ち上
あ

げて、震 災
しんさい

と 原 発
げんぱつ

事故
じ こ

により避難
ひなん

した多
おお

くの被災
ひさい

障
しょう

がい者
しゃ

の支援
しえん

活 動
かつどう

を、2016年
ねん

の 4月
がつ

まで行
おこ

なってきましたが、人 材
じんざい

と資金面
しきんめん

のやり繰
く

りがで

きなくなり解 散
かいさん

することになってしまいました。 

 

資料５（しりょう ご） 
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支援
しえん

センター（せんたー）では、被災
ひさい

した 障
しょう

がい者
しゃ

事 業 所
じぎょうしょ

に支援
しえん

物資
ぶっし

を運
はこ

ぶ

ことから始
はじ

まり、福 島
ふくしま

県 内
けんない

の避難
ひなん

所
じょ

や仮設
かせつ

住 宅
じゅうたく

をまわり、被災
ひさい

障
しょう

がい者
しゃ

がいないか探
さが

したり、支援
しえん

センター（せんたー）に相 談
そうだん

支援
しえん

員
いん

を置
お

いて、相 談
そうだん

支援
しえん

を 強
きょう

化
か

していったり、被災
ひさい

障
しょう

がい者
しゃ

と 郡 山
こおりやま

市内
しない

に住
す

む人
ひと

たちと 交 流
こうりゅう

する

ことのできるサロン（さろん）を作
つく

ったり、原 発
げんぱつ

事故
じ こ

で避難
ひなん

したくともできない 障
しょう

がい者
しゃ

の避難
ひなん

先
さき

を神奈川
かながわ

県
けん

相模原
さがみはら

市
し

に設
もう

けたり、被害
ひがい

が甚 大
じんだい

だった南 相 馬
みなみそうま

市
し

の 障
しょう

がい者
しゃ

事 業 所
じぎょうしょ

にボランティア（ぼらんてぃあ）を派遣
はけん

していくなどの支援
しえん

活 動
かつどう

を行
おこ

ない、解 散
かいさん

前
まえ

には多
おお

くの被災
ひさい

障
しょう

がい者
しゃ

にお願
ねが

いして「被災
ひさい

障
しょう

が

い者
しゃ

の生 活
せいかつ

に関
かん

するアンケート（あんけーと）調 査
ちょうさ

」を行
おこ

なって、それらをまと

めて報 告 書
ほうこくしょ

にしていきました。 

 

 2016年
ねん

以降
いこう

は 表
おもて

だった災 害
さいがい

に関
かん

しての支援
しえん

活 動
かつどう

は行
おこ

なってはいませんが、

令和
れいわ

元 年
がんねん

（2019年
ねん

）の台 風
たいふう

19号
ごう

に 伴
ともな

う洪 水
こうずい

の際
さい

に、 郡 山
こおりやま

市内
しない

で被害
ひがい

を

被
こうむ

った 幾
いく

つかの 障
しょう

がい 者
しゃ

事 業 所
じぎょうしょ

がありました。 東 日 本
ひがしにほん

大 震 災
だいしんさい

の 際
さい

に

培
つちか

った「組織
そしき

と人
ひと

による 絆
きずな

」を思
おも

い出
だ

して、被害
ひがい

を受
う

けた事 業 所
じぎょうしょ

を運 営
うんえい

し

ている 団 体
だんたい

等
など

が 集
あつ

まり、被害
ひがい

状 況
じょうきょう

を 調 査
ちょうさ

し、 郡 山
こおりやま

市
し

に被害
ひがい

を受
う

けた

事 業 所
じぎょうしょ

の建 物
たてもの

の補 修
ほしゅう

等
とう

に関
かん

する要 望 書
ようぼうしょ

を 提 出
ていしゅつ

し、 郡 山
こおりやま

市
し

議
ぎ

会議
かいぎ

員
いん

にも 働
はたら

きかけていきました。支援
しえん

センター（せんたー）での活 動
かつどう

の実 績
じっせき

があった

からこそ、被災
ひさい

した事 業 所
じぎょうしょ

の支援
しえん

を迅 速
じんそく

にできたのだと思
おも

います。 

 

 あいえるの会
かい

では 2020年
ねん

の 4月
がつ

に事務所
じむしょ

と自立
じりつ

移行
いこう

住 宅
じゅうたく

・あーすろーどを

完 成
かんせい

させました。あーすろーどは 4名
めい

の重 度
じゅうど

の脳 性
のうせい

まひ者
しゃ

が重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

のサービス（さーびす）を活 用
かつよう

して、3年 間
ねんかん

にわたり自立
じりつ

生 活
せいかつ

の方 法
ほうほう

をマスター

（ますたー）していく 住 居
じゅうきょ

形 態
けいたい

です。今後
こんご

も我
わ

が国
くに

では大規模
だいきぼ

の災 害
さいがい

が起
お

こっ

ていくことでしょう。その際
さい

には、あーすろーどの 共 用
きょうよう

スペース（すぺーす）等
など

を開 放
かいほう

して、少 人 数
しょうにんずう

になると思
おも

いますが、被災
ひさい

した 障
しょう

がい者
しゃ

の避難
ひなん

所
じょ

とし

て活 用
かつよう

したいと 考
かんが

えています。 
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 現 在
げんざい

は温暖化
おんだんか

による気候
きこう

変 動
へんどう

で、長 期 的
ちょうきてき

に同じ地区
ちく

で大 雨
おおあめ

が降
ふ

り続
つづ

いた

り、大 型
おおがた

台 風
たいふう

が日本
にほん

列 島
れっとう

に 上 陸
じょうりく

したり、竜 巻
たつまき

が起
お

きて家屋
かおく

が倒 壊
とうかい

したり、

夏
なつ

になれば気温
きおん

がぐんぐん上
あ

がって、熱 中 症
ねっちゅうしょう

の危険に晒
さら

されたり、 命
いのち

にかか

わる大 変
たいへん

な 状 況
じょうきょう

が日本
にほん

では起
お

こっています。 

  

さらに日本
にほん

では、東 日 本
ひがしにほん

大 震 災
だいしんさい

以来
いらい

、大
おお

きな地震
じしん

が立
た

て続
つづ

けに起
お

こっています。

北 海 道
ほっかいどう

や東 北
とうほく

に 超 巨
ちょうきょ

大地震
だいじしん

が 必
かなら

ず来
く

ると言
い

われています。30 年
ねん

以内
いない

に

70%（ななじゅっぱーせんと）の確 率
かくりつ

で起
お

こるとされているのは南 海
なんかい

トラフ（とら

ふ）の 超 巨 大 地 震
ちょうきょだいじしん

です。このような 超 巨 大 地 震
ちょうきょだいじしん

が起
お

これば、有象無象
うぞうむぞう

の

大 災 害
だいさいがい

になり、大多数
だいたすう

の犠牲
ぎせい

者
しゃ

が出
で

ることでしょう。 

 

 昨 年
さくねん

の 2月
がつ

から新 型
しんがた

コロナウィルス（ころなうぃるす）が世 界 中
せかいじゅう

に広
ひろ

がり、

2021年
ねん

10月
がつ

17日
にち

現 在
げんざい

、日本
にほん

の感 染 者 数
かんせんしゃすう

が 1,714,201人
にん

、死 亡 者 数
しぼうしゃすう

が 18,084

人
にん

にのぼっています。新 型
しんがた

コロナウィルス（ころなうぃるす）の猛威
もうい

も災 害
さいがい

に入
はい

るのではないでしょうか。 

 

 温暖化
おんだんか

による気 候 変 動
きこうへんどう

、連 続
れんぞく

して起
お

こる超 巨 大 地 震
ちょうきょだいじしん

、それに新 型
しんがた

コロナ

ウィルス（ころなうぃるす）の感 染
かんせん

も含
ふく

めて、災 害
さいがい

の規模
き ぼ

や 形
かたち

が変化
へんか

してきて

います。そのような災 害
さいがい

に対 応
たいおう

した 障
しょう

がい者
しゃ

の防 災
ぼうさい

・減 災
げんさい

をみんなで 考
かんが

えて、自分
じぶん

たちでできる対 策
たいさく

と、政府
せいふ

や各 県
かくけん

に対
たい

する要 望
ようぼう

をまとめていくこと

を行
おこ

なっていかなければならないと思
おも

います。 

 

 ＳＤＧｓ（えすでぃじーず）（持続
じぞく

可能
かのう

な開 発
かいはつ

目 標
もくひょう

）に謳
うた

われているように、

「 障
しょう

がい者
しゃ

が誰
だれ

一人
ひとり

置
お

きざりにしないため」の防 災
ぼうさい

・減 災
げんさい

の在
あ

り方
かた

をここに

集
あつ

まられている皆
みな

さんで 考
かんが

えていくことを提起
ていき

いたします。 
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